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商品分類

委託会社の情報

■	「アイエヌジー・海外株式オープン」の受益権の募集については、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有
価証券届出書を平成23年8月17日に関東財務局長に提出し、平成23年8月18日にその効力が発生しております。また、同法
第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成23年10月４日に関東財務局に提出しております。

■	当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行う場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の
意向を確認する手続きを行います。

■	当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付け
られています。

■	請求目論見書は、投資者の請求により販売会社から交付されます。（請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておく
ようにして下さい。）

■	ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

※商品分類、属性区分の定義についてくわしくは、社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。

（注1）	その他資産（投資信託証券（株式））とは、投資信託約款において投資信託証券（当ファンドの場合はアイエヌジー・海外株式マザーファン
ド）を通じて主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。

（注2）投資対象地域のグローバル（日本を含まない）とは、投資信託約款において、実質組入れ資産による投資収益が世界（日本を含まない）
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

商品分類 属性区分

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉） 投資対象資産 決算頻度 投資対象

地域 投資形態 為替ヘッジ

追加型 海外 株式 その他資産
（投資信託証券（株式））（注1） 年１回 グローバル

（日本を含まない）（注2）
ファミリー
ファンド なし

（平成23年6月末現在）

委 託 会 社 名	 アイエヌジー投信株式会社

設 立 年 月 日	 1999年9月8日

資 本 金	 4億8千万円

運用する投資信託財産の	 3,624億円合 計 純 資 産 総 額
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I N G  I n t e r n a t i o n a l  E q u i t y  O p e nファンドの目的・特色

主に海外の株式（日本の株式を含みません。）に実質的に投資し、
長期的に良好な収益の獲得を目指して運用を行います。

ポートフォリオの構成にあたっては、国際分散投資に留意し、リスクの低減に努めます。

特色 2

外貨建資産への実質的な投資割合は高位に維持します。

特色 4

株式への実質的な投資割合は高位に維持します。

特色 3

フ ァ ン ド の 特 色

フ ァ ン ド の 目 的

※なお、世界各国の株式ならびに日本を含めたOECD各国の国債等、政府関係機関等が
発行する債券および社債などの債券に直接、または委託会社の設定するマザーファンド
の受益証券を通じて間接的に投資する場合もあります。

主としてアイエヌジー・海外株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、長期的
に良好な収益の獲得を目指して、ポートフォリオを構成します。

特色 1
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ファンドの目的・特色

フ ァ ン ド の 特 色

株式の投資プロセスは
（1）トップダウンアプローチによる各地域への配分決定
（2）地域レベルでのスクリーニングと投資適格個別銘柄の絞り込み
（3）個別銘柄の選定
（4）リスクコントロール
のステップで行います。

特色 5

株式の投資においては、ボトムアップアプローチにより個別銘柄に積極的に投資す
ることを原則とします。

特色 6

国および通貨ごとの比率は投資政策委員会およびファンドマネージャーの判断によ
り変更することがあります。

特色 8

マザーファンドの運用にあたっては、オーストラリア（シドニー）のアイエヌジー・イン
ベストメント・マネジメント・リミテッド（ING Investment Management Limited）
に運用の指図に関する権限を委託します。
※ただし、平成23年10月31日をもってアイエヌジー・インベストメント・マネジメント・リミテッド（ING Investment 

Management Limited）との投資一任契約を解除し、平成23年11月1日以降はオランダ（ハーグ）のアイエヌジー・アセッ
ト・マネジメントB.V.（ING Asset Management B.V.）による投資助言を受けます。

特色 10

海外株式にかかる為替リスクについては原則としてヘッジしません。

特色 7

MSCIコクサイをベンチマークとします。

特色 9

※資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。
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I N G  I n t e r n a t i o n a l  E q u i t y  O p e n

●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
	 ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドの
	 受益証券に投資することにより実質的な運用を行う仕組みです。

※「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

投資家
（受益者）

アイエヌジー・
海外株式オープン

アイエヌジー・
海外株式

マザーファンド

海外の
株式等

申込金

分配金
償還金等

投資

損益

投資

損益

フ ァ ン ド の 仕 組 み

決算日（毎年の5月17日です。ただし、決算日が休業日の場合には翌営業日となります。）に、
原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。

分配対象収益の範囲 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入（繰越分を含みます。）および
売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

分 配 対 象 収 益 に
ついての 分 配 方 針

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

��留 保 益 の 運 用
方 針 に つ い て

収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づ
き運用を行います。

株式への実質投資割合には制限を設けません。1

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。2

同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。3

マザーファンドを除く投資信託証券への実質的な投資は、信託財産の純資産総額の5％
以下とします。

4

分 配 方 針

主 な 投 資 制 限

〈ベビーファンド〉 〈マザーファンド〉
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投資リスク

当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあります。当ファ
ンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

基 準 価 額 の 変 動 要 因

委託会社において、投資リスク管理に関する独立した会議（考査会議）を設けており、当該
会議でパフォーマンスの分析および投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの
分析では、投資行動および資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響
を定期的に分析し、評価しております。また、当該会議とは別にコンプライアンス・リスクマ
ネジメント部およびCIO（チーフ・インベストメント・オフィサー）が信託約款や投資ガイドラ
イン等の遵守状況をモニターしており、違反等についてはコンプライアンス委員会に報告
されます。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・
オフ）の適用はありません。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

価 格 変 動リスク

為 替 変 動リスク

信 用 リ ス ク

株式等は企業の業績、経済・政治動向、需給関係、その他の要因によりその価格
が変動します。

当ファンドは、主として外貨建資産に実質的に投資を行いますので、為替変動リス
クがあります。当ファンドは為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直
接的に受け、投資している通貨に対し円高になることがファンドの基準価額の下
落要因となります。

株式等の発行体企業の財務状況の悪化・倒産等により、当該企業の株式の価格
が大きく値下がりし、または全く価値のないものになる可能性があります。

リ ス ク の 管 理 体 制

そ の 他 の 留 意 点

主 な 変 動 要 因
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I N G  I n t e r n a t i o n a l  E q u i t y  O p e n運用実績

純資産総額（百万円）基準価額（円）
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0
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1,000

1,500

2,000
基準価額（分配金再投資）
基準価額
純資産総額

決算期 分配金
第 1 期（2001/5/17） 0円
第 2 期（2002/5/17） 0円
第 3 期（2003/5/19） 0円
第 4 期（2004/5/17） 0円
第 5 期（2005/5/17） 0円
第 6 期（2006/5/17） 180円
第 7 期（2007/5/17） 220円
第 8 期（2008/5/19） 0円
第 9 期（2009/5/18） 0円
第10期（2010/5/17） 0円
第11期（2011/5/17） 0円
設定来累計 400円

〈分配の推移〉 〈基準価額・純資産の推移〉

〈主要な資産の状況〉
アイエヌジー・海外株式マザーファンドの組入上位10銘柄投資状況（アイエヌジー・海外株式オープン）

投資状況（アイエヌジー・海外株式マザーファンド）

〈年間収益率の推移〉

※分配金は1万口当たり、税引き前です。 ※�基準価額（分配金再投資）とは、税引き前の分配金を再投資したと仮定して算出した基準価額をいいます。

※投資比率はアイエヌジー・海外株式マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄
の投資割合です。

※2011年は6月末までの収益率です。
※税引き前の分配金を再投資したと仮定して収益率を算出しています。

順位 種類 国・地域名 銘柄名 投資比率（％）
1 株価指数先物取引 オーストラリア SPI200 2011年9月 3.65
2 株式 アメリカ EXXON MOBIL CORPORATION 1.46
3 株式 アメリカ APPLE COMPUTER INC 1.37
4 株式 フランス TOTAL SA 1.10
5 株式 イギリス RIO TINTO PLC 1.08
6 株式 イギリス HSBC HOLDINGS PLC 1.05
7 株式 スイス NESTLE SA-REGISTERED 1.04
8 株式 アメリカ MICROSOFT CORP 1.01
9 株式 イギリス BP PLC 0.91
10 株式 アメリカ CHEVRON CORPORATION 0.90

-40
-60

0

-20

20
40
(％)

-30.8%

15.5% 9.8%
20.8% 19.7%

4.9% 4.1%

-53.7%

36.2%

-5.3%

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

データは2011年6月30日現在　※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

資産の種類 投資比率（％）
アイエヌジー・海外株式
マザーファンド受益証券 100.21

現金・預金・その他の資産
（負債控除後） △0.21

合　計 100.00

資産の種類 投資比率（％）
株式
　アメリカ 54.91
　イギリス 9.49
　フランス 5.68
　カナダ 4.51
　その他の国・地域 17.01
現金・預金・その他の資産

（負債控除後） 8.40

合　計 100.00

順位 業種 投資比率（％）
1 エネルギー 11.93
2 医薬品・バイオテクノロジー 7.62
3 銀行 7.45
4 資本財 6.61
5 ソフトウェア・サービス 6.04

※組入上位5業種です。
※投資比率はアイエヌジー・海
外株式マザーファンドの純
資産総額に対する比率です。

※下記データは過去のものであり、予告なしに変更されます。また、下記は参考情報であり、特定の有価証券に
ついての投資の勧誘あるいは投資の助言を意図するものではありません。
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手続・手数料等

お 申 込 み メ モ
購入単位 販売会社が定める単位とします。
購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額とします。
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位 販売会社が定める単位とします。
換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金 原則として換金申込日から起算して5営業日目からお申込みの販売会社にてお支払いします。

申込受付中止日
下記の銀行の休業日には購入・換金のお申込みを受付けないものとします。

〈平成23年10月31日まで・・・ニューヨーク、シドニー〉
〈平成23年11月１日以降・・・ニューヨーク〉

申込締切時間 午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。

購入の申込期間 平成23年8月18日から平成24年8月16日まで
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金
申込みの受付を中止することがあります。

信託期間 無期限（平成12年5月18日設定）

繰上償還
次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託
契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。
●信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
●やむを得ない事情が発生したとき

決算日 5月17日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。販売会社との契約によっては分配金が自
動的に再投資されます。

信託金の限度額 2,000億円
公告 日本経済新聞に掲載します。
運用報告書 ファンドの毎決算時および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。

I N G  I n t e r n a t i o n a l  E q u i t y  O p e n
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I N G  I n t e r n a t i o n a l  E q u i t y  O p e n

フ ァ ン ド の 費 用

税 金

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 販売会社が別に定めるものとします。ご購入時の申込手数料の料率の上限は購入申込日の翌営業日の
基準価額の3.15％（税抜き3.0％）です。

信託財産留保額 ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

〈平成23年10月31日まで〉
毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.785％（税抜き1.70％）
※�運用管理費用は毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

配　分
委託会社 年率0.8925%（税抜き 0.85%）
販売会社 年率0.7875%（税抜き 0.75%）
受託会社 年率0.105%（税抜き 0.10%）

〈平成23年11月１日以降〉
毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.6275％（税抜き1.55％）
※�運用管理費用は毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

配　分
委託会社 年率0.735%（税抜き 0.70%）
販売会社 年率0.7875%（税抜き 0.75%）
受託会社 年率0.105%（税抜き 0.10%）

その他の費用・
手数料

ファンドに関する組入有価証券の売買時の売買委託手数料、監査費用、信託事務の処理に要する費
用等は受益者の負担とし信託財産から支払われます。これらの費用については運用状況等により変
動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

時　期 項　目 税　金
分配時 所得税および地方税 配当所得として課税　普通分配金に対して10％
換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税　換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％

※上記は、平成23年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記と異なります。
※税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

●税金は、表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

※ファンドの費用の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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